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要 約

本研究では、近年の社会保障制度改革の方向性として地域包括ケアシステムや地域包括支援シ

ステムが位置づけられていることを明らかにするとともに、それらのシステムを担うことができ

る専門人材を養成する観点から、長崎大学医学部と長崎純心大学が連携事業として行っている両

大学の共修授業について評価するための尺度開発を目的に、平成２７年度の共修授業に参加した学

生（ｎ＝２４１）から得られたデータを用いて、「医療職と福祉職との多職種連携に係る素養の習得」

という構成概念による１因子モデルを設定し、１２個の測定項目について記述統計量の算出や共分

散構造分析等の分析を行った結果、モデルとデータとの適合度も概ね良好であり、信頼性係数の

値も高い４つの測定項目によって、両大学の共修授業を評価することが可能な共修授業評価尺度

を開発することができた。

キーワード：地域包括ケアシステム、地域包括支援システム、多職種連携教育、尺度開発
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�．研究の背景と目的

１．社会保障制度を取り巻く状況と地域包括ケアシステム

人口構造の少子高齢化が急速に進行する中で（図�－１、厚生労働省ホームページ（以下、厚

労省 HPという。）１）、国民の社会保障制度に対する社会的ニードは増大化し、多様化、複雑化

図�－１ 人口の推移
出典：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/suii2014.pdf

図�－２ 社会保障給付費の推移
出典：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000128233.pdf
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してきている。また、図�－２に示すように、これらの社会的ニードに対応するための給付に要

する費用である社会保障給付費は、年々増加の一途をたどっており、平成２８（２０１６）年度予算ベー

スで１１８．３兆円（年金が５６．７兆円、医療が３７．９兆円、福祉その他が２３．７兆円）となっている（厚

労省 HP２）。

このような状況の中、我が国の社会保障制度の持続可能性が問われ、当該制度を構成する年金、

医療、介護・福祉といった様々な分野において法制度の見直しが図られ今日に至っている。

特に、平成１２（２０００）年度から本格的に施行された介護保険制度については、平成１７（２００５）

年の介護保険法の改正によって、新予防給付や地域支援事業の創設、地域包括支援センターの設

置をはじめとする予防重視型システムへの転換が図られた（厚労省 HP３）。

その後、平成２０年の介護保険法改正を経て、平成２３年（２０１１）年には、医療と介護の連携の強

化等を図ることで、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生

活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた様々な措置が

講じられ（厚労省 HP４）、地域包括ケアの推進に関する規定として介護保険法第５条第３項を

新設し、次のように定められた。

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉

サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪

化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及

び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならな

い。

また、平成２５（２０１３）年１２月１３日に公布、施行された「持続可能な社会保障制度の確立を図る

ための改革の推進に関する法律」によって、政府が講ずべき社会保障制度改革の措置等として、

少子化対策、医療制度、介護保険制度、公的年金制度に関する具体的な措置が示された。特に、

サービスの給付形態が現物給付であるため、関係するサービス提供組織の整備とともに関係人材

の養成・確保政策も視野に入れる必要がある医療制度や介護保険制度のうち医療制度については、

同法第４条第４項において、次のように規定され、地域包括ケアシステムの構築を通して地域で

必要な医療を確保することが明示された。

政府は、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図り、効率的かつ質の高い医療

提供体制を構築するとともに、今後の高齢化の進展に対応して地域包括ケアシステム（地域

の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態

となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。次
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条において同じ。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

次項及び同条第二項において同じ。）を構築することを通じ、地域で必要な医療を確保する

ため、次に掲げる事項及び診療報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

また、同条第５項においては、地域包括ケアシステムと終末期医療との関係のあり方について

も言及され、次のように規定された。

政府は、前項の医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳

が重んぜられ、患者の意思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる

環境の整備を行うよう努めるものとする。

さらに、介護保険制度については、同法第５条２項において地域包括ケアシステムの構築を通

して必要な介護サービスを確保するということが次のように規定された。

政府は、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図る

とともに、介護サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図りつ

つ、地域包括ケアシステムの構築を通じ、必要な介護サービスを確保する観点から、介護保

険制度について、次に掲げる事項及び介護報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事

項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

加えて、平成２６（２０１４）年６月２５日に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律（以下、医療介護総合確保推進法という。）」で

は、法案提出の際の当該法案要綱（厚労省 HP５）における改正の趣旨として、「持続可能な社

会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高

い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要

の整備等を行う。」ということを掲げ、地域包括ケアシステムの構築を通して地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するために、医療法、介護保険法等の関係法律についての改正が

行われた。

そして、医療介護総合確保推進法では、平成元（１９８９）年６月３０日に公布された「地域におけ

る公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（平成１７年４月１日に「民間事業者によ

る老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律」から改称）」を「地域に

おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」と改称し、同法第２条第１項において、

次のように地域包括ケアシステムを法的に定義した。
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この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能

な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若

しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援

が包括的に確保される体制をいう。

また、医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正では、従前から生活圏域において地域

包括ケアを推進するための要の会議として位置づけられてきた、いわゆる地域ケア会議について

介護保険法第１１５条の４８を新設し、次のように規定した。

市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護

支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、

関係機関及び関係団体（以下この条において「関係者等」という。）により構成される会議

（以下この条において「会議」という。）を置くように努めなければならない。

さらに、厚生労働行政の政策動向に着目してみると、厚生労働省が平成２７（２０１５）年９月１７日

に公表した「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福

祉の提供ビジョン（いわゆる新福祉ビジョン、厚労省 HP６）」では、地域包括ケアシステムの

コンセプトの適用を拡大し、その対象を高齢者に限らず全世代・全対象型の地域包括支援体制と

して構築していくことに加え（図�－３）、平成２８（２０１６）年７月１５日に厚生労働省が開催した

第１回「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の資料（厚労省 HP７）においては、２０３５年の

図�－３ 新しい地域包括支援体制の構築
出典：http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/siryou1_11.pdf
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保健医療システムの構築に向けて地域包括ケアの深化、地域共生社会の実現が示されており、そ

の是非は別にしても、我が国において地域包括ケアシステム／地域包括支援システムの構築が公

共政策として強く求められていることに異論を挟む余地はない状況にあるといえよう注１。

２．栃本論文からの示唆注２

このような社会保障政策の動向も視野に入れつつ、栃本（２０１６）は、地域包括ケアシステムに

ついてきわめて示唆的な論究を行っている。少し長くなるが、下記に引用しておく。

地域包括ケア史ということでは、２０１４年の「地域における医療及び介護の総合的な確保の

促進に関する法律」の成立は大きな意味を持つ。第１章総則第２条においてはじめて「地域

包括ケア」が法律上定義された。もちろん、この法律における重要なポイントは医療と介護

の連携の強化や、これまた特筆すべきこととして消費税増収分を活用した基金の設置、そし

て医療法関係や介護保険法関係の具体的な中身にある。（栃本２０１６：２６９）

「地域包括ケア」は、今や高齢者へのサービスに係る関係者や自治体の行政マンにとって

１つの合言葉ともなりつつある。介護サービス事業者や介護保険施設の運営管理者にとって

も、市区町村の社会福祉行政関係者、社会福祉協議会のコミュニティ・ソーシャル・ワーカー

にとってもこの合言葉は、仕事上知っておかなければ、時代から取り残されてしまう。もは

や、地域包括ケアという言葉は、一部の識者や政策形成ネットワークのイングループや各業

界の指導者、そして自治体関係者だけで通用するジャーゴン（業界用語・専門用語）ではな

く、「パラダイム」といいうるレベルに達している。（栃本２０１６：２７０）

単に、専門家同士が連携してパーソンセンタード・ケアを行うということは、地域包括ケ

アシステムの中でなくとも従来から必要とされ謳われてきたことである。チームアプローチ

も同様である。今求められるのは、それらを地域包括ケアの中で位置づけるということであ

る。別の言い方をすれば、地域包括ケアという上位のシステムのもとで、また地域包括ケア

という理念の下で、多職種連携が行われていくということである。その場合、上で述べたよ

うに地域の市民や家族、そして本人も加わった新しい連携であるがゆえに、これまで念頭に

置かれることのなかったソーシャルワークの機能がそこに必須のものとして加わることが必

要となる。ただし、そのイメージは従来のソーシャルワーカー像とは異なったものであり、

いわばコンシェルジュのような働き手となるのであろう。

すでに、医学教育および卒後の研修のあり方においても新しい研修教育システムが試行さ

れ、従来の研修モデルにとって代わられるであろう。「総合診療医」が医学教育の中で、ま

た地域において求められるのもこれと軌を一にする。

地域包括ケアという概念が、このように教育にまで及ぶに至ったということの意味に案外
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気づかないものである。現場のそれぞれの従事者が地域包括ケアの理念やシステムの中での

役割を果たすということと共に、高等教育において地域包括ケアを担う人材育成・教育、そ

して研究を行っていくということは、地域包括ケアの持続的な定着にとって欠かせない条件

となろう。現場だけの、行政をはじめとする関係者による「実践的知」を超え、「パラダイ

ム」として定着していくには教育の変化は重要である。（栃本２０１６：２７１）

そして、栃本は（２０１６：２７７‐２７８）、上記引用文の注釈の中で、長崎大学医学部と長崎純心大学

との連携事業である文部科学省の「平成２５年度未来医療研究人材養成拠点形成事業【テーマＢ】

リサーチマインドを持った総合診療医の養成」について、「学部教育における医学と福祉の相互

理解を深める学生参加型の新たな教育連携（共修授業）」や「主体的な学びの展開－リサーチマ

インドの醸成」といった観点からの紹介を行っている。

確かに、長崎大学医学部と長崎純心大学は、文部科学省の「平成２５年度未来医療研究人材養成

拠点形成事業【テーマＢ】リサーチマインドを持った総合診療医の養成」として、平成２５年度よ

り「つなぐ医療を育む先導的教育研究拠点の構築－人と人、場と場、ケアとリサーチをつなぐ総

合診療医の養成（以下、本プロジェクトという。）」という両大学の連携事業に積極的に取り組ん

できており、本プロジェクトに対する文部科学省の中間評価（文部科学省、２０１６）では、Ａ評価

を得ている（テーマＢに対する中間評価結果は、評価が高い順にＳ評価は１件、Ａ評価は８件、

Ｂ評価は５件、Ｃ評価は１件、Ｄ評価は０件であった）。

特に、本プロジェクトの一つとして、平成２７年１１月４日の３限と４限及び１１月１１日の３限と４

限とに実施され、長崎大学医学部医学科２年生が１２４人、保健学科２年生が１１０人、長崎純心大学

人文学部現代福祉学科３年生と４年生が３６人の合計２７０人の学生が参加した共修授業は、地域包

括ケアシステムを想定した多職種連携の視点や資質を養うことを目標に据え、本邦初となる構造

化された教育目標や教育内容、そのために作成された４つの事例（事例１は急性期に関する事例、

事例２は慢性期に関する事例、事例３は緩和・終末期に関する事例、事例４は治療継続拒否に関

する事例）を含む教育教材等によって構成される医療と福祉に係る大規模な多職種連携教育

（Interprofessional Education, IPE）である。

そして、本プロジェクトによる共修授業をはじめとする両大学の取組について、前述した栃本

（２０１６）の指摘を踏まえて捉え直すならば、これらの取組を我が国における「実践的知」を超え

た「パラダイム」としての地域包括ケアシステム／地域包括支援システムの機能的要件に動機付

けられた社会保障制度を担う専門人材の養成に係る大学教育変化の嚆矢として位置づけることが

可能となる。

３．本研究の目的

そこで、本プロジェクトに係る研究について見てみると、吉田・潮谷ら（２０１６、２０１７）は、プ

ロジェクト全体の実施体制や事業内容の記述的分析によって、本プロジェクトを経験した長崎大
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学医学部生と長崎純心大学現代福祉学科生とが中心になって平成２７（２０１５）年３月に「長崎多職

種連携・たまごの会」という学生主体のサークルを設立し、積極的な活動を行い、その構成員や

活動範囲も多岐にわたってきていることを踏まえ、本プロジェクトには、プロジェクト企画時に

想定していた事業の主効果に加え、本プロジェクトから派生した副次的効果と波及効果とが存在

していることを示唆している。

また、奥村・潮谷ら（２０１６、２０１７）は、平成２７年度に実施した共修授業に係る実施体制や共修

授業実施に至るまでの取り組み状況、共修授業の成果の一端について実証的に明らかにすること

を目的とした研究において、共修授業の実施に当たって設定された一般目標（General Instruction

Objective, GIO）と行動目標（Specific Behavioral Objectives, SBOs）のうち、行動目標１２項目を評

価規準として作成された１２項目からなる学生の自己評価項目について４件法による質問紙を用い

た自計式の調査を１回目と２回目の共修授業後に行った結果、項目によっては、学科間や１回目

と２回目の共修授業との間に統計的に有意な差異があったことを報告している。しかしながら、

奥村・潮谷ら（２０１６、２０１７）の研究では、個々の行動目標に係る評価規準についての時系列的な

分析にとどまっており、共修授業全体の評価となる一般目標と個々の評価規準との関係について

の分析までにはいたっていないという課題を有している。このような課題を克服するためには、

共修授業の一般目標を構成概念とする共修授業全体の授業評価に機能的な尺度の開発が必要不可

欠となる。

このため、本研究では、奥村・潮谷ら（２０１６、２０１７）の研究成果を踏まえ、本プロジェクトが

発展的に継続していくためのツールとなりうる共修授業全体を評価することが可能となる共修授

業評価尺度を開発することを目的とした。

�．方 法

奥村・潮谷ら（２０１６、２０１７）と同様に、調査対象者は、平成２７年１１月４日（以下、１回目共修

授業という。）と１１月１１日（以下、２回目共修授業という。）に実施された共修授業に参加した長

崎大学医学部医学科２年生の１２４人、保健学科２年生の１１０人、長崎純心大学人文学部現代福祉学

科３年生と４年生の３６人の合計２７０人であり、１回目及び２回目共修授業の終了後に、質問紙を

用いた自計式の調査を実施した。

測定方法は、共修授業の一般目標に基づいて設定された行動目標を測定するために作成された

１２項目（表�－１）からなる共修授業の評価規準（Evaluation Criteria, EC）に対して、「大変そう

思う」に４点、「そう思う」に３点、「あまり思わない」に２点、「全く思わない」に１点を配点

した。

分析方法は、奥村・潮谷ら（２０１６、２０１７）の研究結果からも明らかなように、１回目共修授業

の評価規準に比して、２回目共修授業の評価規準では、平均値が高くなり、分布に偏りがある項

目が少なくなかった。このため、本研究では、項目分析として１回目共修授業の評価規準 ECi（以
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下、測定項目という。）の平均値、標準偏差、歪度、尖度等の記述統計量を算出し、各々の項目

の分布をもとに測定項目としての適正について検討した。なお、その際に、歪度、尖度（正規分

布の場合は０．０００に調整してある）の絶対値が１．０００を越える測定項目を分析除外対象項目とする

ことを原則とした。

次に、測定項目間の関係についてみるために、ピアソンの積率相関係数を算出し、他の項目と

の相関係数の値を観察し、測定項目の適正について検討した後、共修授業評価尺度が冗長になる

ことを避けるために、共修授業の一般目標を構成概念とする１因子モデルを設定し、最尤推定法

を用いた共分散構造分析を行った。なお、共修授業の一般目標は、表�－１に示すように長崎大

学医学部と長崎純心大学とは、微妙な表現の違いを有しているが、それらに共通する要素は、「医

療職と福祉職との多職種連携に係る素養の習得」と解釈することができるため、本研究における

両大学の共修授業の一般目標に共通する構成概念として「医療職と福祉職との多職種連携に係る

素養の習得」を位置づけることにした。

そして、共分散構造分析では、「医療職と福祉職との多職種連携に係る素養の習得」という構

成概念を潜在変数 ξ１（因子）として設定し、ξ１から測定項目 ECiへの因果係数 λi１（以下、因子負

荷量という。）及び各種の適合度指標の値を観察し、原則として因子負荷量 λi１が０．３００未満の項

目を削除しながら、適合度指標の値が良好になるまで段階的に分析を行い、その結果を踏まえて

共修授業評価尺度に適した測定項目を選定し、モデルとデータとの適合度について最終的な検討

を行った。

その後、１回目共修授業及び２回目共修授業の共修授業評価尺度の得点と信頼性係数

（Cronbach’s α）を算出し、得点分布と内的整合性について検討した。そして、それらの結果を

踏まえて、１回目の共修授業評価尺度得点（以下、SC 1という。）と２回目の共修授業評価尺度

得点（以下、SC 2という）について対応のあるｔ検定を行った。

また、SC 1と SC 2とについてピアソンの積率相関係数を算出すると共に、SC 1をｘ軸に SC 2

をｙ軸とする散布図を作成し両変数間の関係について視認した後、SC 1から SC 2への変化に関

係する要因について検討するために、所属学科と共修授業で用いた事例の２つの変数をそれぞれ

独立変数とする反復測定分散分析を行った。

なお、分析に当たっては、それぞれの分析に用いた変数に欠損値を有しないケース（ｎ＝２４１、

医学科ｎ＝１０９、保健学科ｎ＝９８、現代福祉学科ｎ＝３４）を分析対象とし、分析には、IBM SPSS

Statistics 22、IBM SPSS Amos 22、RcmdrPlugin. EZR (Kanda, 2013)を用いた。また、倫理的配慮と

しては、分析の過程において個人が特定されることがないように個人情報の取り扱いに留意し、

統計処理を行ったということを付記しておく。
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�．結 果

１．記述統計量による分析結果（ｎ＝２４１）

共修授業評価尺度を構成する測定項目としての適正について検討するために、１２項目からなる

１回目共修授業の測定項目の記述統計量を算出した結果、１２項目の平均値は２．７５５から３．４１５の範

囲に、標準偏差は０．５７８から０．７９９の範囲に、歪度は－０．９１８から－０．１７６の範囲に、尖度は－０．０１３

から１．２３２の範囲にあり、尖度の絶対値が１．０００以上の項目は、EC03_1、EC08_1及び EC12_1の

３つの測定項目であることが明らかになった（表�－１、なお、２回目共修授業の結果は、参考

までに掲載した）。このため、これら３つの測定項目については、分布に偏りがあるため、これ

以降の分析から除外することにした。

表�－１ 共修授業の評価基準

一般目標（GIO）

長崎大学医学部

学習背景の異なる大学及び学科とが医療・福祉系の枠を超えて共修の学びの場を通して、将来の多職種

連携に繋がる医療と保健と福祉の視点を養う。

長崎純心大学

学習背景の異なる大学及び学科とが医療系、福祉系という枠を超えて共修することを通して、将来の医

療職と福祉職との多職種連携に繋がる資質を養う。

評価規準

EC01

EC02

EC03

EC04

EC05

EC06

EC07

EC08

EC09

EC10

EC11

EC12

私は、自己の目指す専門職の仕事内容や役割を、他の大学・学科生に説明できた。

私は、他の大学・学科生が目指している専門職の仕事内容や役割を理解できなかった。（Ｒ）

私は、他の大学・学科生と同じ視点を有していることに気づくことができた。

私は、他の大学・学科生とは異なった視点を有していることに気づくことができた。

私は、自分の考えを他の大学・学科生に伝えることができなかった。（Ｒ）

私は、自分の専門分野に対する興味・モチベーションを向上させることができた。

私は、他の大学・学科生が話した内容について共感することができなかった。（Ｒ）

私は、グループワークを通して見方や考え方の違う他の大学・学科生と協働して課題解決に取り

組む重要性を実感できた。

私は、グループワークを通して、指示事例の目標となる姿（本人がどうなりたいかまた本人にど

うなって欲しいか）を列挙し、その実現に向けての具体的支援方策を提案できた。

私は、地域住民が地域で生活するための医療のしくみを理解することができた。

私は、地域住民が地域で生活するための福祉のしくみを理解することができた。

私は、医療職と福祉職とが連携することの意義について理解することができた。

（Ｒ）：反転項目
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２．ピアソンの積率相関係数による分析結果

記述統計量による分析結果を踏まえて９つの測定項目間の関係について、ピアソンの積率相関

係数を算出した結果（表�－２）、測定項目間相互に相関係数の値が絶対値で０．３００以上の相関関

係にあった測定項目は、EC01_1では EC09_1（ｒ＝．３６２）、EC10_1（ｒ＝．４０３）、EC11_1（ｒ＝．３９４）、

EC06_1では EC09_1（ｒ＝．３０３）、EC09_1では EC10_1（ｒ＝．５１０）、EC11_1（ｒ＝．５１３）、EC10

_1では EC11_1（ｒ＝．７５２）であった。

また、EC02_1、EC04_1、EC05_1、EC07_1のそれぞれの変数については、他の測定項目との

間に０．３００以上の相関関係にある測定項目は１つもなかったが、これら４つの測定項目と他の測

定項目との間にも相関係数の絶対値が０．３００未満であるが統計的に有意な相関係数の値が存在し

ていたことにも鑑みて、これら４つの測定項目を分析から除外するのではなく、相関係数の分析

に用いた９つの測定項目を用いて共分散構造分析を行うことにした。

表�－１ 測定項目の記述統計量（ｎ＝２４１）

１回目共修授業 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度

EC01_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．７５９ ．６７１ －．１７６ －．０１３
EC02_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９２５ ．６８５ －．６１０ ．９２３
EC03_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９４６ ．５７８ －．３９０ １．２２６
EC04_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９５０ ．７９９ －．６９９ ．３７９
EC05_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９４６ ．７４８ －．６３５ ．５５１
EC06_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０４１ ．６５１ －．４９８ ．９２９
EC07_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．２２０ ．７９４ －．９１８ ．５５９
EC08_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．４１５ ．６２８ －．８９９ １．２３２
EC09_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０４１ ．６２４ －．３３９ ．６７９
EC10_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．７５５ ．６６０ －．３０２ ．２１０
EC11_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．８２６ ．６６０ －．４０８ ．４９２
EC12_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．２６６ ．６４９ －．６９２ １．０５９

２回目共修授業 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度

EC01_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．８８４ ．６７３ －．２７２ ．１６６
EC02_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０１２ ．８１４ －．７２４ ．３０７
EC03_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１６２ ．６４１ －．３４９ ．１８４
EC04_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．００８ ．７４２ －．４４６ ．０３３
EC05_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９０９ ．８４２ －．６２９ ．０１８
EC06_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０７９ ．７２３ －．７２０ ．８８０
EC07_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．２２８ ．８０２ －．９７３ ．６６８
EC08_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．４２７ ．６８０ －１．１７７ １．６７６
EC09_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１８７ ．６７９ －．４９１ ．１５８
EC10_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１０８ ．６２３ －．４９４ １．２０５
EC11_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１５４ ．６１０ －．４２６ １．０４５
EC12_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．３５７ ．６５６ －．９７５ １．６８２
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３．共分散構造分析による分析結果

ここまでの分析結果を踏まえて、９つの測定項目について、ξ１を潜在変数とする１因子モデル

を設定し、９つの測定項目に対する因子負荷量 λi１を算出するとともに各種適合度指標を用いて

モデルとデータとの適合度について検討を加えながら段階的に分析を行った結果、１回目の分析

では、EC02_1（λ２１＝．１３２）、EC04_1（λ４１＝．１８８）、EC05_1（λ５１＝．１１９）、EC07_1（λ７１＝．１２０）の

４つの測定項目の因子負荷量の値が０．３００未満と低く、χ２値をはじめとする適合度指標の値も良

好では無かった。

このため、これら４つの測定項目を分析モデルから削除し、５つの測定項目について再度（２

回目）の分析を行った結果、５つの測定項目の因子負荷量も λ６１＝．３２２から λ１１１＝．８６９の範囲にあ

り良好な値を示すと共に、AIC（Akaike’s Information Criterion）の値も１回目の１１７．５５４から２回

目の３３．１２１となり、各種適合度指標の値も大きく改善されたが、χ２値の値が統計的に有意である

こと、RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）、GFI（Goodness of Fit Index）、AGFI（Adjusted

Goodness of Fit Index）の値についても一般的な目安注３とされている RMSEA≦．０５０、GFI≧．９００、

AGFI≧．９５０の値とはなっていないことから、５つの測定項目の中で最も因子負荷量（λ６１＝．３２２）

が低かった測定項目である EC06_1をモデルから削除し、４つの測定項目について再度（３回目）

の分析を行った。

３回目の分析の結果、４つの測定項目の因子負荷量も λ１１＝．４７３から λ１０１＝．８６７の範囲にあり十

分な値を示すと共に、AICの値も２回目の３３．１２１から３回目は１９．５０８となり、各種適合度指標の

値も大きく改善されたことから、モデルとデータとの適合度も概ね良好であると判断することが

できたため、これら４つの測定項目によって構成される尺度を共修授業評価尺度として分析に用

いることにした。

表�－２ 測定項目間の相関係数（ｎ＝２４１）

EC01_1 EC02_1 EC04_1 EC05_1 EC06_1 EC07_1 EC09_1 EC10_1 EC11_1

EC01_1 １．０００
EC02_1 ．１５１＊ １．０００
EC04_1 ．１９５＊＊ ．０２４ １．０００
EC05_1 ．２０６＊＊ ．１４７＊ ．００２ １．０００
EC06_1 ．２４３＊＊ ．１７５＊＊ ．１９６＊＊ －．００４ １．０００
EC07_1 ．０５３ ．１５３＊ ．１２９＊ ．２５９＊＊ ．１６８＊＊ １．０００
EC09_1 ．３６２＊＊ ．１８３＊＊ ．１８８＊＊ ．１８３＊＊ ．３０３＊＊ ．１３３＊ １．０００
EC10_1 ．４０３＊＊ ．０７０ ．１５１＊ ．０７４ ．２２８＊＊ ．０７１ ．５１０＊＊ １．０００
EC11_1 ．３９４＊＊ ．０８２ ．１１０ ．０５７ ．２７９＊＊ ．０８１ ．５１３＊＊ ．７５２＊＊ １．０００

＊ｐ＜．０５、＊＊ｐ＜．０１
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４．共修授業評価尺度の分析結果

共分散構造分析の結果を踏まえて、４つの測定項目からなる共修授業評価尺度を用いて１回目

共修授業と２回目共修授業の共修授業評価尺度得点に係る記述統計量等について算出した結果

（表�－４）、SC1、SC2ともに信頼性係数の値も高く（SC1の信頼性係数は Cronbach’s α＝．７９２、

SC2の信頼性係数は Cronbach’s α＝．８２２）、４つの測定項目という非常に少ない項目で共修授業を

評価することが可能な尺度であることを確認することができた。

また、対応のあるｔ検定の結果、SC1と SC2との平均値の間には、統計的に有意な差が見られ、

SC1の平均値に比して SC2の平均値の値が高いということが明らかになった。

次に、SC1と SC2とについてピアソンの積率相関係数を算出すると共に SC1をｘ軸に SC2をｙ

軸とする散布図を作成し両変数間の関係について視認した結果（図�－１）、両変数の間には正

の相関関係（ｒ＝．４８９）があることが明らかになったが、例えば散布図の右下に着目すると分か

るように、SC1の得点は１０点以上であったが、SC2の１０点以下と得点が低くなった共修授業参加

者達も一部存在していることも明らかになった。

表�－３ 共分散構造分析の結果（ｎ＝２４１）

ξ１ λi１（１回目） λi１（２回目） λi１（３回目）

EC01_1 (λ１１）．４９０（１） ．４７９（１） ．４７３（１）
EC02_1 (λ２１）．１３２ － －
EC04_1 (λ４１）．１８８＊＊ － －
EC05_1 (λ５１）．１１９ － －
EC06_1 (λ６１）．３３３＊＊ ．３２２＊＊ －
EC07_1 (λ７１）．１２０ － －
EC09_1 (λ９１）．６２０＊＊ ．６０７＊＊ ．５９９＊＊

EC10_1 (λ１０１）．８５３＊＊ ．８５６＊＊ ．８６７＊＊

EC11_1 (λ１１１）．８５９＊＊ ．８６９＊＊ ．８６４＊＊

適合度指標

χ２（df） ８１．５５４（２７）＊＊ １３．１２１（５）＊ ３．５０８（２）
RMSEA ．０９２ ．０８２ ．０５６
GFI ．９２３ ．９７７ ．９９３
AGFI ．８７１ ．９３２ ．９６４
AIC １１７．５５４ ３３．１２１ １９．５０８

（１）：指標変数、－：削除、＊ｐ＜．０５、＊＊ｐ＜．０１

表�－４ SC１と SC２との記述統計量等

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度 cronbach’s α

SC1 ２４１ ５．０００ １６．０００ １１．３８２ ２．０５４ －０．１８４ ０．７４０ ．７９２

SC2 ２４１ ４．０００ １６．０００ １２．３３２ ２．０８９ －０．４４２ １．００４ ．８２２

｜ｔ｜＝７．０４１、df＝２４０、ｐ＜．０１
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５．反復測定分散分析の結果

最後に、SC1から SC2への変化に関係する要因について検討するために、所属学科と共修授業

で用いた事例の２つの変数をそれぞれ独立変数とする反復測定分散分析を RcmdrPlugin. EZR

（Kanda, 2013）を用いて行った結果、所属学科（表�－５）、共修で用いた事例（表�－６）と

もに統計的に有意な差はなく、１回目共修授業を経験し２回目共修授業を経験したという時間的

経過が共修授業評価尺度得点の向上に統計的に有意に寄与していたことが明らかになった。

なお、共修授業評価尺度得点に関して所属学科、事例の種類による統計的に有意な差は観察さ

れなかったが、参考までに事例の種類による共修授業評価尺度得点の平均値について学科別にプ

ロットした結果、医学科では、事例３（緩和・終末期に関する事例）の尺度得点の平均値が最も

上がっている一方、事例２（慢性期に関する事例）の尺度得点の変化は大きくないこと（図�－

２）、保健学科では、事例４（治療継続拒否に関する事例）の尺度得点の平均値の向上が顕著で

あること（図�－３）、現代福祉学科では、事例２（慢性期に関する事例）と事例４（治療継続

拒否に関する事例）の尺度得点の平均値が顕著に向上している一方、事例１（急性期に関する事

表�－６ 事例を独立変数とする反復測定分散分析の結果

平方和 自由度 Ｆ値 自由度（誤差） ｐ値

事例 ２ ３ ０．０８６ ２３７ n.s

時間 １０８ １ ４８．７６２ ２３７ p＜．００１
事例×時間 ３ ３ ０．４３８ ２３７ n.s

表�－５ 学科を独立変数とする反復測定分散分析の結果

平方和 自由度 Ｆ値 自由度（誤差） ｐ値

学科 １３ ２ ０．９９８ ２３８ n.s

時間 ８３ １ ３７．３８８ ２３８ p＜．００１
学科×時間 １ ２ ０．３３７ ２３８ n.s

図�－１ SC1と SC2の散布図（ｎ＝２４１、ｒ＝．４８９）
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例）と事例３（緩和・終末期に関する事例）の尺度得点の平均値には大きな変化がないことを視

認することができた。

図�－２ 事例別にみた医学科の共修評価尺度得点の変化（ｎ＝１０９）

図�－３ 事例別にみた保健学科の共修評価尺度得点の変化（ｎ＝９８）
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�．考 察

本研究では、我が国の人口構造の少子高齢化が進展する社会経済構造において、増大化、多様

化、複雑化する国民の社会的ニードに対応するための種々の社会保障制度改革に着目し、それら

の改革が医療と介護を生活圏域において一体的に提供するための地域包括ケアシステムの構築や、

当該システムをさらに深化させた全世代・全対象型の地域包括支援システムの構築といった指向

性を有していることを、関係法律の改正内容や厚生労働行政の政策動向を踏まえて明らかにする

とともに、地域包括ケアシステムについて包摂政策を視野に入れた社会政策として認識し、展開

する必要があることを指摘する栃本論文からの示唆を得て、文部科学省の「平成２５年度未来医療

研究人材養成拠点形成事業【テーマＢ】リサーチマインドを持った総合診療医の養成」として、

平成２５年度より「つなぐ医療を育む先導的教育研究拠点の構築－人と人、場と場、ケアとリサー

チをつなぐ総合診療医の養成」という長崎大学医学部と長崎純心大学の連携事業の意義について

論じた後、当該事業の一環として平成２７年度に行われた両大学による共修授業を評価するための

共修授業評価尺度を開発することを目的とした。

分析にあたっては、両大学の共修授業の一般目標に共通する構成概念として「医療職と福祉職

との多職種連携に係る素養の習得」を位置づけた。そして、共修授業の評価に係る１２個の測定項

目について、記述統計量やピアソンの積率相関係数を算出したり、共分散構造分析を行った結果、

４つの測定項目によって共修授業を評価することが可能となる尺度を開発することができた。

さらに、本研究によって開発された共修授業評価尺度を用いて１回目共修授業と２回目共修授

業の変化について対応のあるｔ検定や反復測定分散分析を行った結果、１回目授業の平均点に比

して２回目授業の平均点が統計的に有意に高くなっている一方、学科間の差異や共修授業で用い

た事例の種類には、統計的に有意な差が生じていないことが明らかになった。

図�－４ 事例別にみた現代福祉学科の共修評価尺度得点の変化（ｎ＝３４）

潮谷・永田・奥村・吉田・宮野・長崎大学医学部と長崎純心大学人文学部現代福祉学科との共修授業に関する授業評価尺度の開発
―社会保障制度における地域包括ケアを支える医療と福祉人材の養成に関する取り組み（その３）―

―１３０―



これらのことから、学科間の差異や事例の差異に関係なく、平成２７年度に実施された共修授業

を２回に渡って経験することで多職種連携に関する一定の教育効果が生じているということを推

察することができた。

また、統計的に有意な差ではなかったが、学科別に事例の種類別の共修授業評価尺度得点の平

均値をプロットした結果、学科によって、平均値が高くなる事例の種類が異なるという興味深い

結果を得ることができた。

このような結果が生じた要因として、各学科の教育内容の違いや、学年の違い、取得しようと

している資格の違いや専門分野の違い等を想定することができようが、これらについては、本研

究の結果から明らかにすることはできず、あくまで推測の域をでるものではない。このため、今

後求められる多職種連携教育については、実際の教育の実施とその客観的な評価を繰り返して

行っていくことを通して、新たな知見及びそれに基づく教育体制や教育教材の開発が可能になる

のではないかということを最後に指摘しておきたい。

なお、本研究で開発した共修授業評価尺度は、長崎大学医学部と長崎純心大学との共修授業の

一般目標に共通する構成概念である「医療職と福祉職との多職種連携に係る素養の習得」を測定

するための尺度であるため、当該共修授業以外の多職種連携教育の尺度としての適用可能性を担

保するものではないということを付記しておく。
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講座の皆様、長崎純心大学医療・福祉連携センター地域包括ケア調査研究事業企画委員会の皆
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本研究は，文部科学省の「平成２５年度未来医療研究人材養成拠点形成事業【テーマＢ】

リサーチマインドを持った総合診療医の養成」に係る研究成果の一部である．

注１ 潮谷は、長崎純心大学医療・福祉連携センターが平成２５（２０１３）年１０月１日に設立された時から、当該セ
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センター HPにおけるセンター長あいさつ、潮谷２０１４）。

注２ 本研究では、栃本論文の一部について紹介しているが、当該論文は我が国における地域包括ケアシステム

について論じるためには、ヨーロッパにおける social inclusion（社会的包摂）の歴史的、文化的基盤も踏まえ

て、人口減少社会における社会的包摂やインクルーシブな社会の実現といった包摂政策（Inklusionspolitik）と

して捉え直すための社会政策的な視点が必要不可欠であるということを論じており、当該論文は、将来を見据

えて地域包括ケアシステムを構想するための示唆に富んだものとなっている。

注３ 例えば、豊田（１９９８）、豊田編（２０１４）を参照されたい。
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